
こ発第 1153 号 
令和３年 3月２日 

市内障がい児福祉サービス事業所 各位 
福岡市こども未来局こども発達支援課長 

 
新型コロナウイルス感染症に関する障がい児福祉サービス事業所等の対応について（その３）（通知） 

 
日頃より、障がい児福祉行政にご理解、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、各事業所等の運営に努めていただき、厚くお礼申し上げます。 
これまで通知等においてお示ししている新型コロナウイルス感染症に関連する取扱いについて、これまでの取扱いを踏

まえたうえで、下記のとおり、再整理しております。各事業所におかれましては、再度確認のうえ、必要な対応を行ってい
ただきますようお願いいたします。 

 
記 

 
 

1. 新型コロナウイルス感染症 PCR検査の受検に係る報告について 
2. 事業所等に対する新型コロナウイルス感染症の保健所調査について 
3. 障がい児通所支援事業所における代替サービスの利用について 
4. 学校の学級閉鎖・学校閉鎖・休校・オンライン授業に関する取扱い＜放課後等デイサービスのみ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
〒810-8620 福岡市中央区天神 1丁目 8番 1号 
福岡市こども未来局 こども部 こども発達支援課 事業所指定・指導係 
 (TEL)０９２－７１１－４１７８(FAX)０９２－７３３－５５３４ 
事業者指定専用アドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 



１ 新型コロナウイルス感染症 PCR検査の受検に係る報告について                             

 障がい児福祉サービス事業所等の従業員もしくは利用者がＰＣＲ検査を受検することとなり、検査結果が判明した 
場合には，速やかに下記の報告先へ別紙「新型コロナウイルス感染症 PCR検査の受検に係る報告について」により， 
報告をお願いします。 
 また，従業員もしくは利用者がＰＣＲ検査を受検することになった場合の対応につきましては，保健所の指導に従う 
とともに，別紙「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」等を参考に，引き続き 
感染症対策の再徹底をお願いします。 

 
 
 
 

＜注意事項＞ 
□ メールの件名については、『(貴事業所名を入力)PCR検査の受検報告について』としてください。 
□ 同一法人の複数事業所分を併せて報告する場合は、 

   上記のメール件名の括弧内を『(事業所１・事業所２)ＰＣＲ検査の受検報告について』としてください。 
□ 本メールには、「ＰＣＲ検査受検報告書」以外添付しないようにお願いします。 

  （特に代替サービスの提供対象者に関する届出等は別途メールをお願いします） 
□ PCR検査受検報告書のファイル名については、『報告日（事業所名）PCR検査受検報告書』としてください。

（例：20220301放課後等デイサービス〇〇PCR検査受検報告書）） 
□ FAXではなく、メールにて報告をお願いします 

 
※事業所の従業員及び利用者に 5名以上の陽性者が見込まれる場合のみ、事前にお電話でご連絡ください。 
 その他については、上記の報告書にてご連絡をお願いします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

事業所は、以下の状況を確認した場合には、事業所の各利用者の保護者に対して状況の報告（休業の有無等） 
及び体調の変化等の確認をお願いします。 
（１）利用者及び従業員の感染を確認した場合 
（２）利用者及び従業員が濃厚接触者に該当し、ＰＣＲ検査を受検する場合 

（３）利用者及び従業員の学校や習い事，勤務先などで感染者が確認され，濃厚接触者ではないが、保健所の指示により検査をする場合 

（４）利用者及び従業員の家族が陽性となった場合 

   ※ここでいう『利用者及び従業員』とは直近 2週間以内に利用（勤務）している利用者及び従業員とします。 

利用者から PCR検査の受検報告及び上記(1)~(4)の報告があった場合、当該利用者に対して、学校、併用先 
の障がい児通所支援事業所、その他障がい福祉サービス事業所等関係機関にも報告するよう依頼してください。 
 

 

 【報告先】 福岡市こども未来局こども部こども発達支援課 事業所指定・指導係 
      電 話：０９２－７１１－４１７８ 
      事業者指定専用メールアドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 

 

mailto:syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp


2 事業所等に対する新型コロナウイルス感染症の保健所調査について                   

 
※以下の内容は、福岡市ホームページの『新型コロナウイルス感染症に関する情報（トップ）』 >>『事業者向け情 
報』から転記したものになります。内容が更新される場合がありますので、適宜、ホームページのご確認をお願いします。 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/health/covid19_ji.html 
 
 福岡市では、陽性者本人に対する疫学調査、療養の調整及び自宅療養者の健康管理などの業務を最優先に対応 
するため、令和 4年 1月 19日以降当面の間、陽性者（に関連する）が確認された事業所・施設に対して、陽性者 
と他の人の接触状況の確認、濃厚接触者の特定などを行う疫学調査については、重症化リスクのある方が多数おられ 
る場所である医療機関、高齢者施設・障がい者施設（※）に重点化し実施しています。 
 
（※）ここでいう障がい者施設について、障がい児通所支援事業所は含まれません。障がい児通所支援事業所は、

重点化対象施設以外の事業所（施設）となります。 
 
 重点化対象施設以外の事業所（施設等）での対応 
重点化の対象施設以外の事業所（施設等）については、（別紙）「事業所において陽性者が確認された場合の対 
応について」を参照のうえ、各事業者において、陽性者から第三者への感染可能期間を確認し、その期間に陽性者と 
接触した人の接触状況を下記チェックリストにて確認してください。また、チェックリストに該当する方に、下記【外出の自粛 
や健康観察についてのお願い】の内容を連絡していただくようお願いします。 
 
 
 
 
 

 

【接触状況のチェックリスト】 
□寮などで陽性者と同室で生活していた者 
□手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、マスクの着用なしで陽性者と 15分以上の接触があ 
った者 
□会話をしながら食事を共にした者 
□大きな声を出すような場を共にした者（例：カラオケ、コーラス等） 
□呼吸が荒くなる様な運動を共にした者（例：体育の授業、トレーニング等） 
□喫煙を共にした者 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/health/covid19_ji.html


 
 
【外出の自粛や健康観察についてのお願い】 
事業者の確認により、チェックリストに該当する接触があった方については、陽性者との最終接触日から 7日間、不 
要不急の外出を控え、１日２回、体温を計り、健康状態を確認してください。 
チェックリストに該当する接触がなかった方、事業者等から感染の可能性があると言われていない場合は、特に行動制限 
はございませんが、日々の健康観察にご協力ください。出勤・登校については、事業者の指示に従ってください。 
 
 なお、発熱等の体調不良が現れた時には、陽性者と接触があったことを伝えて、早めにかかりつけの病院（医院）もし 
くはお近くの医療機関に連絡し、受診をしてください。受診先がみつからない場合は、市内居住者の方は、下記相談窓 
口にお問い合わせください。 
 
  福岡市 新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル 
 （電話番号） 092-711-4126 （24 時間対応） 
  市外居住者の方はお住いの自治体の新型コロナウイルス感染症相談窓口や保健所へお問い合わせください。 
 
 
 
 
 

 

  



3 障がい児通所支援事業所における代替サービスの利用について                     

 
 
 
 
 
 
 ※１ 代替サービスの提供にあたっては, 利用者の保護者に対し，サービスの内容及び利用者負担について説明を行い，同意を得たう 

     えで実施すること。 

 ※２ 支援については不要と保護者の意向がある場合については，サービス提供とはみなされませんので，事業所からの一方的な支援に 

    ならないように留意すること。 

 

 （必要な手続き）  
 
①  「代替サービスの提供」を実施する場合は，事前に福岡市役所こども未来局こども発達支援課宛に別紙「代

替サービス支援計画」を提出すること。 
   ※既に代替サービス支援計画を提出されている事業所については、不要。 

 
      計画の作成にあたっては，こどもの発達に応じて必要となる基本的日常生活活動動作や自立生活を支援す 
     るための活動等，通常提供しているサービスを参考に，保護者や児童との個別のやりとりの実施（家庭で行 
     える代替措置としての本人支援や課題の提供，また，保護者に対する児童へ提供した課題等への対応方法 
     の伝達等）について具体的に記載すること。 
      なお、極端な短時間（30分以下）のサービス提供とならないような支援内容としてください。 
 
② 上記の対象者要件に該当し，代替サービスの提供を行った場合、別紙「代替サービス実施記録」を参考にして、

支援の記録を残していくこと。 
 
 
 
 
 
③ 代替サービスを提供した日が属する月の月末に②において作成した記録を基に、別紙「代替サービスの提供対

象者に関する届出」を作成し、代替サービスを提供した日が属する月の翌月 10日までに、こども未来局こども
発達支援課宛に電子メールにて届出すること。 

  （※法人毎に届出が可能である場合は、同一法人内の複数事業所分を法人でまとめて届出すること。） 
 
       

（対象者要件） 
○医療的ケアを必要としている，基礎疾患等があり，感染リスクが高い等の理由により，学校を休むなど，外出 
を控えている児童から，通所を控えつつ居宅等での支援について要望があった場合 
○新型コロナウイルス感染症に伴う出席停止や休校・学級閉鎖の対象となり、感染防止の観点から、通所利用
の自粛をお願いしている利用者から、居宅等での支援について要望があった場合 

 



       
      ＜注意事項＞ 
      ※本通知の発出に合わせて、様式を更新しましたので、以降は必ず新しい様式で届出してください。 

  □ メールの件名については、『(貴事業所名を入力)代替サービス提供対象者に関する届出』としてください。 
       同一法人の複数事業所分を併せて報告する場合は、上記のメール件名の括弧内を 
       『(事業所１・事業所２)代替サービス提供対象者に関する届出』としてください。 

   
□ 本メールには、「代替サービス提供対象者に関する届出」以外添付しないようにお願いします。 

        （特に PCR検査受検報告書等は別途メールをお願いします） 
      

□ 代替サービス提供対象者に関する届出のファイル名については、 
『事業所名（〇月サービス提供分）代替サービス提供対象者に関する届出』としてください。 
（例：放課後等デイサービス〇〇（3月分）代替サービス提供対象者に関する届出） 

      
□ FAXではなく、メールにて報告をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ サービス提供実績記録票について，代替サービスを提供した日については、備考欄に「代替サービス」と記載す 
  ること。 

 

 

 

 

 
①~④及びその他の留意事項が遵守されていない場合は、報酬請求の対象外となります。 

【代替サービスの提供対象者に関する届出に係る変更点まとめ】 
これまで、代替サービスの必要性が生じた際に、都度、届出を行う必要がありましたが、本通知発出以降
は、月末にひと月の代替サービスを提供した実績を 1通の届出にまとめて記載し、代替サービスを提供した
日が属する月の翌月 10日までに届出してください。 
（これまでのように事前の届出ではなく、事後の届出となるため、請求審査において、後述で示している（そ
の他の留意事項）が遵守されていない場合は、返戻となる場合がございます。） 
※基礎疾患等を理由として、長期的に代替サービスの利用を希望される場合であり、かつ毎月代替サービス

を提供する場合は、毎月届出が必要となりますので、ご了承ください。 

（その他の留意事項） 
・実際の支援の提供にあたっては，以下の項目を満たすこと 
□ 自宅で問題が生じていないかどうかの確認 
□ 児童の健康管理 
□ 今般の状況が落ち着いた後，スムーズに通所を再開できるようなサポート 
□ 市に届出した「代替サービス支援計画」における支援内容の実施 

 



３ 学校の学級閉鎖・学校閉鎖・休校・オンライン授業に関する取扱い＜放課後等デイサービスのみ＞                                 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（学級閉鎖・学校閉鎖・休校について） 
 新型コロナウイルス感染症に伴う出席停止や休校・学級閉鎖期間における児童生徒の放課後等デイサービス
の利用は、感染防止の観点から、自粛していただくよう保護者等へ説明すること。なお、出席停止や休校・学
級閉鎖の対象となった児童が学びの継続として、オンライン授業及びオンデマンド学習が実施される場合も同様と
する。 
 
出席停止や休校・学校閉鎖期間については、別紙「新型コロナウイルス感染症に関する児童生徒の出席停止や
学校の休校期間について」をご確認ください。なお、内容が更新される場合がありますので、適宜、福岡市教育委
員会のホームページのご確認をお願いします。 
＜参考＞福岡市教育委員会ホームページ 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kenko_k/ed/kyuko_1218.html 

 

 （オンライン授業について） 
 基礎疾患や感染不安で登校できない児童が状況に応じて家庭からのオンライン授業を希望されている場合（上
記の出席停止や休校・学級閉鎖の対象となった児童が学びの継続として、オンライン授業及びオンデマンド学習が実
施される場合を除く）、に，オンライン授業終了後に放課後等デイサービスの利用を希望されている場合は，通常
の登校日等と同様に授業終了後に受け入れすること。このとき，事業所の通常のサービス利用開始時間から，受
け入れをするとし，報酬単価については、授業終了後に利用する場合の報酬単価を適用すること。 
 

 

（代休日を設けない土曜授業について） 
○平日の授業同様に、出席扱いとなる土曜日授業の場合 
授業形態（通常授業・短縮授業・オンライン授業）を問わず、通常の登校日等と同様に授業終了後に受け入れ
し、報酬単価については、授業終了後に利用する場合の報酬単価を適用すること。 
 
○出席扱いとならず、参加が任意である土曜日授業の場合 
授業に参加する場合には授業終了後に受け入れ、授業に参加しない場合には通常の学校休業日と同様の時間
帯から受け入れし、報酬単価については、それぞれ学校休業日の報酬単価を適用すること。 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kenko_k/ed/kyuko_1218.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　　　　↓通常の登校時間 　　　　　　↓（事業所の通常のサービス提供開始時間）
Aさん
Bさん
Cさん

登校から下校までの時間
当該児童に対するサービス提供時間
送迎時間

Aさん
Bさん
Cさん

事業所の通常のサービス提供開始時間より，早くサービスの提供を開始しているわけではないため，授業終業後の単価を適用。
事業所の通常のサービス提供開始時間より，早くサービスの提供を開始しているわけではないため，授業終業後の単価を適用。

事業所の通常のサービス提供開始時間より，早くサービスの提供を開始しているため，学校休業日の単価を適用。

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（時差登校（下校）について） 
 福岡市立の小・中学校（特別支援学校を除く（※））については，新型コロナウイルス感染症拡大防止の取
り組みとして，時差登校を実施しているため，時差登校により，事業所の通常の授業の終了後のサービス利用
開始時間より前から利用する障がい児については，学校休業日の利用に該当するものとして，学校休業日の
報酬を適用する。なお，本取り扱いは令和３年９月サービス提供分から適用します。詳細な内容については，
以下のとおり。 
（※）福岡市立の特別支援学校については，令和３年９月 30日時点で，時差登校は実施していないた
め，本取り扱いの対象外となります。今後，感染状況に応じて，時差登校が実施された場合は，小・中学校の
取り扱いに準ずるとします。 

 
 
 

（短縮授業について） 
 福岡市立の小・中学校・特別支援学校について，令和 3年 9月 30日時点で，短縮授業は実施されておりま
せんが，今後，感染状況に応じて，短縮授業が実施された場合や、福岡市立以外の小・中学校・特別支援学校
については短縮授業が実施されている場合があるため、その場合は、時差登校の取扱いに準ずるとします。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 登校日を分散する場合の分散登校について  
 
 分散登校に合わせて、時差登校・短縮授業

が実施され、事業所の通常の授業の終了後
の利用開始時間より前から利用する障がい
児 

事業所の通常の授業の終了後の利用開
始時間から利用する障がい児 

登校日の児童 学校休業日の単価 授業終了後の単価 
 
 事業所の通常の授業の終了後の利用開始

時間より前から利用する障がい児 
事業所の通常の授業の終了後の利用開
始時間から利用する障がい児 

登校日でない児童 学校休業日の単価 授業終了後の単価 
 
 午前・午後に分散する場合の分散登校について  
 
 分散登校に合わせて、時差登校・短

縮授業が実施され、事業所の通常の
授業の終了後の利用開始時間より前
から利用する障がい児 

事業所の通常の授業の終了後の利用開
始時間から利用する障がい児 

午前に授業を受ける児童 学校休業日の単価 授業終了後の単価 
午後に授業を受ける児童 学校休業日の単価 授業終了後の単価 
※なお、分散登校において、登校日でない児童にオンライン授業が実施される場合、また、午前に授業を受ける児童に
午後にオンライン授業が実施される場合は、オンライン授業の取扱いに準ずるとします。 
 
 
 
 
 
 

以上 

（分散登校について） 
 福岡市立の小・中学校・特別支援学校について，令和 3年 9月 30日時点で，分散登校は実施されておりま
せんが，今後，感染状況に応じて，分散登校が実施された場合や、福岡市立以外の小・中学校・特別支援学校
については分散登校が実施されている場合があるため、その場合は以下の取扱いとします。 
 

 
 
 


